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３
m

北
朝
鮮
に
対
し
、
す
べ
て
の
核
兵
器
及
び
既
存
の
核

計
画
を
、
完
全
な
、
検
証
可
能
な
、
か
つ
、
不
可
逆
的

な
方
法
で
放
棄
す
る
こ
と
、
関
連
す
る
す
べ
て
の
活
動

を
直
ち
に
停
止
す
る
こ
と
及
び
弾
道
ミ
サ
イ
ル
技
術
を

使
用
し
た
い
か
な
る
発
射
、
核
実
験
又
は
い
か
な
る
挑

発
も
こ
れ
以
上
実
施
し
な
い
こ
と
を
含
む
、
決
議
第
千

七
百
十
八
号
（
二
千
六
年
）
及
び
第
千
八
百
七
十
四
号

（
二
千
九
年
）
の
義
務
を
直
ち
に
か
つ
完
全
に
遵
守
す

る
こ
と
を
要
求
す
る
。

４
m

決
議
第
千
七
百
十
八
号
（
二
千
六
年
）
及
び
第
千
八

百
七
十
四
号
（
二
千
九
年
）
に
含
ま
れ
る
現
行
の
制
裁

措
置
を
再
確
認
す
る
。

５
m

決
議
第
千
七
百
十
八
号
（
二
千
六
年
）
８
の
規
定
に

よ
り
課
さ
れ
、
決
議
第
千
八
百
七
十
四
号（
二
千
九
年
）

に
よ
り
修
正
さ
れ
た
措
置
を
想
起
し
、
次
の
と
お
り
定

め
る
。

（
ａ
）
決
議
第
千
七
百
十
八
号
（
二
千
六
年
）
８（
ｄ
）

の
規
定
に
定
め
る
措
置
は
附
属
書
Ò
及
び
Ó
に
記

載
さ
れ
る
個
人
及
び
団
体
に
適
用
さ
れ
、
決
議
第

千
七
百
十
八
号
（
二
千
六
年
）
８
（
ｅ
）
の
規
定

に
定
め
る
措
置
は
附
属
書
Ò
に
記
載
さ
れ
る
個
人

に
適
用
さ
れ
る
。

（
ｂ
）
決
議
第
千
七
百
十
八
号
（
二
千
六
年
）８（
ａ
）、

８
（
ｂ
）
及
び
８
（
ｃ
）
の
規
定
に
お
い
て
課
さ

れ
る
措
置
は
、
Ｉ
Ｎ
Ｆ
Ｃ
Ｉ
Ｒ
Ｃ
／
二
五
四
／
Ｒ

ｅ
ｖ
m

１
１
／
Ｐ
ａ
ｒ
ｔ
１
及
び
Ｉ
Ｎ
Ｆ
Ｃ
Ｉ
Ｒ

Ｃ
／
二
五
四
／
Ｒ
ｅ
ｖ
m

８
／
Ｐ
ａ
ｒ
ｔ
２
並
び

に
文
書
Ｓ
／
二
〇
一
二
／
九
四
七
の
品
目
に
適
用

さ
れ
る
。

６
m

決
議
第
千
八
百
七
十
四
号
（
二
千
九
年
）
18
の
規
定

を
想
起
し
、
加
盟
国
に
対
し
、
こ
の
関
連
で
、自
国
民
、

自
国
の
領
域
内
の
者
、
金
融
機
関
及
び
自
国
の
法
律
の

下
に
組
織
さ
れ
た
そ
の
他
の
団
体
（
海
外
の
支
店
を
含

む
。）に
よ
る
北
朝
鮮
に
所
在
す
る
金
融
機
関
と
の
若
し

く
は
そ
れ
に
代
わ
っ
て
行
う
活
動
、
又
は
支
店
、
代
表

事
務
所
、
代
理
店
及
び
海
外
の
子
会
社
を
含
む
北
朝
鮮

金
融
機
関
に
代
わ
っ
て
若
し
く
は
そ
れ
ら
の
指
示
に
よ

り
行
動
す
る
者
の
活
動
の
監
視
を
含
め
、
警
戒
を
強
化

す
る
こ
と
を
要
請
す
る
。

７
m

決
議
第
千
七
百
十
八
号
（
二
千
六
年
）
に
従
っ
て
設

立
さ
れ
た
委
員
会
に
対
し
、
船
舶
の
旗
国
が
検
査
を
認

め
た
後
に
当
該
船
舶
が
そ
の
よ
う
な
検
査
を
拒
否
し
た

場
合
又
は
北
朝
鮮
船
籍
の
船
舶
が
決
議
第
千
八
百
七
十

四
号
（
二
千
九
年
）
12
の
規
定
に
従
っ
た
検
査
を
拒
否

し
た
場
合
に
関
し
て
、
実
施
支
援
通
報
を
発
出
す
る
よ

う
指
示
す
る
。

８
m

決
議
第
千
八
百
七
十
四
号
（
二
千
九
年
）
14
の
規
定

を
想
起
し
、
さ
ら
に
、
各
国
は
決
議
第
千
七
百
十
八
号

（
二
千
六
年
）、
第
千
八
百
七
十
四
号
（
二
千
九
年
）

及
び
こ
の
決
議
の
規
定
に
従
い
品
目
を
押
収
し
処
分
す

る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
想
起
し
、
さ
ら
に
、
各
国
が

処
分
す
る
方
法
に
は
、
破
壊
、
使
用
し
得
な
い
状
態
に

す
る
こ
と
、
保
管
又
は
当
該
品
目
が
発
し
た
若
し
く
は

向
か
う
国
以
外
の
国
へ
の
処
分
を
目
的
と
す
る
移
転
が

含
ま
れ
る
が
、
こ
れ
ら
に
限
定
さ
れ
な
い
こ
と
を
明
確

に
す
る
。

９
m

決
議
第
千
七
百
十
八
号
（
二
千
六
年
）
及
び
第
千
八

百
七
十
四
号
（
二
千
九
年
）
に
お
い
て
課
さ
れ
る
措
置

は
、
そ
の
品
目
が
何
で
あ
れ
、取
引
に
関
連
す
る
国
が
、

指
定
さ
れ
た
個
人
又
は
団
体
が
当
該
品
目
の
移
転
に
係

る
送
り
主
、
意
図
さ
れ
た
受
け
手
又
は
仲
介
者
で
あ
る

と
信
じ
る
合
理
的
な
根
拠
を
示
す
情
報
を
有
す
る
場
合

に
は
、
当
該
品
目
の
移
転
を
禁
止
し
て
い
る
こ
と
を
明

確
に
す
る
。

10
m

決
議
第
千
七
百
十
八
号
（
二
千
六
年
）
及
び
第
千
八

百
七
十
四
号
（
二
千
九
年
）
の
規
定
を
実
施
す
る
た
め

に
取
っ
た
措
置
に
つ
い
て
未
だ
報
告
し
て
い
な
い
加
盟

国
に
対
し
、
報
告
す
る
よ
う
要
請
し
、
他
の
加
盟
国
に

対
し
、
決
議
第
千
七
百
十
八
号
（
二
千
六
年
）
及
び
第

千
八
百
七
十
四
号
（
二
千
九
年
）
の
規
定
の
実
施
に
関

す
る
追
加
的
な
情
報
が
あ
る
場
合
に
は
、
こ
れ
を
提
出

す
る
こ
と
を
奨
励
す
る
。

11
m

国
際
機
関
に
対
し
、
北
朝
鮮
に
関
す
る
そ
の
す
べ
て

の
活
動
が
決
議
第
千
七
百
十
八
号
（
二
千
六
年
）
及
び

第
千
八
百
七
十
四
号
（
二
千
九
年
）
の
規
定
と
適
合
す

る
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
と
る
こ
と

を
奨
励
し
、
さ
ら
に
、
関
連
諸
機
関
が
、
こ
れ
ら
の
決

議
の
規
定
に
関
連
し
得
る
北
朝
鮮
関
連
活
動
に
関
し
、

委
員
会
に
関
与
す
る
こ
と
を
奨
励
す
る
。

12
m

制
裁
を
回
避
す
る
た
め
の
大
量
の
現
金
の
使
用
を
含

む
、
決
議
第
千
七
百
十
八
号
（
二
千
六
年
）
及
び
第
千

八
百
七
十
四
号
（
二
千
九
年
）
に
お
い
て
課
さ
れ
る
措

置
の
違
反
を
遺
憾
と
し
、
決
議
第
千
七
百
十
八
号
（
二

千
六
年
）
又
は
第
千
八
百
七
十
四
号
（
二
千
九
年
）
に

よ
り
禁
止
さ
れ
る
活
動
に
貢
献
し
得
る
あ
ら
ゆ
る
品
目

の
北
朝
鮮
に
対
す
る
若
し
く
は
北
朝
鮮
か
ら
の
又
は
各

国
の
領
域
を
通
過
す
る
供
給
、
販
売
又
は
移
転
に
対
す

る
懸
念
及
び
こ
れ
に
関
す
る
各
国
に
よ
る
適
切
な
行
動

の
重
要
性
を
強
調
し
、
各
国
に
対
し
、
指
定
さ
れ
た
個

〇
外
務
省
告
示
第
三
十
号

平
成
二
十
五
年
一
月
二
十
二
日
（
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
時

間
）、
国
際
連
合
安
全
保
障
理
事
会
に
お
い
て
、
平
成
二

十
四
年
十
二
月
十
二
日
（
日
本
時
間
）
の
北
朝
鮮
の
「
人

工
衛
星
」
と
称
す
る
ミ
サ
イ
ル
発
射
を
安
全
保
障
理
事
会

決
議
第
千
七
百
十
八
号
及
び
同
第
千
八
百
七
十
四
号
違
反

と
し
つ
つ
、
北
朝
鮮
に
対
す
る
制
裁
を
拡
充
・
強
化
す
る

次
の
決
議
が
全
会
一
致
で
採
択
さ
れ
た
。

平
成
二
十
五
年
一
月
二
十
九
日

外
務
大
臣

岸
田

文
雄

二
千
十
三
年
一
月
二
十
二
日
に
国
際
連
合
安
全
保
障
理

事
会
が
そ
の
第
六
千
九
百
四
回
会
合
に
お
い
て
採
択
し
た

決
議
第
二
千
八
十
七
号
（
二
千
十
三
年
）

安
全
保
障
理
事
会
は
、

決
議
第
八
百
二
十
五
号
（
千
九
百
九
十
三
年
）、
第
千

五
百
四
十
号
（
二
千
四
年
）、
第
千
六
百
九
十
五
号
（
二

千
六
年
）、
第
千
七
百
十
八
号
（
二
千
六
年
）、
第
千
八
百

七
十
四
号
（
二
千
九
年
）
及
び
第
千
八
百
八
十
七
号
（
二

千
九
年
）
を
含
む
こ
れ
ま
で
の
関
連
す
る
決
議
並
び
に
二

千
六
年
十
月
六
日
の
議
長
声
明
（
Ｓ
／
Ｐ
Ｒ
Ｓ
Ｔ
／
二
〇

〇
六
／
四
一
）、
二
千
九
年
四
月
十
三
日
の
議
長
声
明

（
Ｓ
／
Ｐ
Ｒ
Ｓ
Ｔ
／
二
〇
〇
九
／
七
）
及
び
二
千
十
二
年

四
月
十
六
日
の
議
長
声
明
（
Ｓ
／
Ｐ
Ｒ
Ｓ
Ｔ
／
二
〇
一

二
／
一
三
）
を
想
起
し
、

関
連
す
る
安
全
保
障
理
事
会
決
議
に
よ
っ
て
課
さ
れ
る

制
限
を
含
む
国
際
法
に
従
っ
て
す
べ
て
の
国
が
有
す
る
、

宇
宙
空
間
を
開
発
し
利
用
す
る
自
由
を
認
識
し
、

１
m

弾
道
ミ
サ
イ
ル
技
術
を
使
用
し
か
つ
決
議
第
千
七
百

十
八
号
（
二
千
六
年
）
及
び
第
千
八
百
七
十
四
号
（
二

千
九
年
）
に
違
反
し
た
、
二
千
十
二
年
十
二
月
十
二
日

の
北
朝
鮮
の
発
射
を
非
難
す
る
。

２
m

北
朝
鮮
に
対
し
、
弾
道
ミ
サ
イ
ル
技
術
を
使
用
し
た

い
か
な
る
発
射
も
こ
れ
以
上
実
施
し
な
い
こ
と
、
弾
道

ミ
サ
イ
ル
計
画
に
関
連
す
る
す
べ
て
の
活
動
を
停
止
す

る
こ
と
に
よ
り
決
議
第
千
七
百
十
八
号
（
二
千
六
年
）

及
び
第
千
八
百
七
十
四
号
（
二
千
九
年
）
を
遵
守
す
る

こ
と
及
び
、
こ
の
文
脈
に
お
い
て
、
ミ
サ
イ
ル
発
射
モ

ラ
ト
リ
ア
ム
に
係
る
既
存
の
約
束
を
再
度
確
認
す
る
こ

と
を
要
求
す
る
。

˜
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人
若
し
く
は
団
体
に
代
わ
っ
て
又
は
そ
れ
ら
の
指
示
に

よ
り
活
動
す
る
個
人
の
自
国
の
領
域
へ
の
入
国
又
は
自

国
の
領
域
の
通
過
に
関
し
て
監
視
し
抑
制
す
る
こ
と
を

要
請
す
る
と
と
も
に
、
委
員
会
に
対
し
、
報
告
さ
れ
る

違
反
を
再
検
討
し
、
制
裁
回
避
又
は
決
議
第
千
七
百
十

八
号
（
二
千
六
年
）
及
び
第
千
八
百
七
十
四
号
（
二
千

九
年
）
の
規
定
の
違
反
を
支
援
し
た
団
体
及
び
個
人
の

指
定
に
よ
る
も
の
を
含
め
、
適
切
な
場
合
に
は
行
動
を

と
る
こ
と
を
指
示
す
る
。

13
m

北
朝
鮮
を
含
む
す
べ
て
の
国
に
対
し
、
決
議
第
千
七

百
十
八
号
（
二
千
六
年
）及
び
第
千
八
百
七
十
四
号（
二

千
九
年
）
に
よ
り
課
さ
れ
た
措
置
に
よ
り
そ
の
履
行
が

妨
げ
ら
れ
た
い
か
な
る
契
約
そ
の
他
の
取
引
に
関
連
し

て
、
北
朝
鮮
、
北
朝
鮮
に
お
け
る
い
か
な
る
者
若
し
く

は
団
体
、
決
議
第
千
七
百
十
八
号
（
二
千
六
年
）
及
び

第
千
八
百
七
十
四
号
（
二
千
九
年
）
に
よ
り
指
定
さ
れ

た
者
若
し
く
は
団
体
又
は
そ
の
よ
う
な
者
若
し
く
は
団

体
を
通
じ
て
若
し
く
は
こ
れ
ら
の
利
益
の
た
め
に
請
求

を
行
う
い
か
な
る
者
の
要
求
に
よ
っ
て
も
、
い
か
な
る

請
求
も
受
理
さ
れ
な
い
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要

な
措
置
を
と
る
こ
と
の
重
要
性
を
強
調
す
る
。

14
m

こ
の
よ
う
な
事
態
を
平
和
的
、
外
交
的
か
つ
政
治
的

に
解
決
す
る
こ
と
へ
の
安
全
保
障
理
事
会
の
要
望
を
再

確
認
し
、
理
事
国
及
び
そ
の
他
の
国
に
よ
る
対
話
を
通

じ
た
平
和
的
か
つ
包
括
的
な
解
決
を
容
易
に
す
る
た
め

の
努
力
を
歓
迎
し
、
緊
張
を
悪
化
さ
せ
る
お
そ
れ
の
あ

る
い
か
な
る
行
動
も
差
し
控
え
る
必
要
性
を
強
調
す

る
。

15
m

六
者
会
合
へ
の
支
持
を
再
確
認
し
、
そ
の
再
開
を
要

請
し
、
す
べ
て
の
参
加
者
に
対
し
て
、
朝
鮮
半
島
の
検

証
可
能
な
非
核
化
を
平
和
的
な
方
法
で
達
成
し
、か
つ
、

朝
鮮
半
島
及
び
北
東
ア
ジ
ア
地
域
の
平
和
と
安
定
を
維

持
す
る
た
め
、
中
国
、
北
朝
鮮
、
日
本
、
大
韓
民
国
、

ロ
シ
ア
連
邦
及
び
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
よ
っ
て
二
千
五

年
九
月
十
九
日
に
採
択
さ
れ
た
共
同
声
明
の
完
全
か
つ

迅
速
な
実
施
に
向
け
た
努
力
を
強
化
す
る
こ
と
を
要
請

す
る
。

16
m

す
べ
て
の
加
盟
国
に
対
し
、
決
議
第
千
七
百
十
八
号

（
二
千
六
年
）
及
び
第
千
八
百
七
十
四
号（
二
千
九
年
）

に
基
づ
く
義
務
を
完
全
に
実
施
す
る
こ
と
を
要
請
す

る
。

17
m

す
べ
て
の
加
盟
国
が
、
北
朝
鮮
に
お
け
る
外
交
使
節

団
の
外
交
関
係
に
関
す
る
ウ
ィ
ー
ン
条
約
に
基
づ
く
活

動
を
妨
げ
る
こ
と
な
く
、
決
議
第
千
七
百
十
八
号
（
二

千
六
年
）
８
（
ａ
）（
à
）
及
び
８
（
ｄ
）
の
規
定
に

従
う
べ
き
こ
と
を
再
度
強
調
す
る
。

18
m

決
議
第
千
七
百
十
八
号
（
二
千
六
年
）
及
び
第
千
八

百
七
十
四
号
（
二
千
九
年
）
に
よ
っ
て
課
さ
れ
る
措
置

は
、
北
朝
鮮
の
一
般
市
民
に
対
し
て
人
道
面
の
悪
影
響

を
も
た
ら
す
こ
と
を
意
図
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を

強
調
す
る
。

19
m

北
朝
鮮
の
行
動
を
絶
え
ず
検
討
す
る
こ
と
、
ま
た
、

北
朝
鮮
に
よ
る
遵
守
の
状
況
に
か
ん
が
み
、
必
要
性
に

応
じ
、
こ
れ
ら
の
措
置
を
強
化
、
調
整
、
停
止
又
は
解

除
す
る
用
意
が
あ
る
こ
と
を
確
認
し
、
こ
の
関
連
で
、

北
朝
鮮
に
よ
る
更
な
る
発
射
又
は
核
実
験
の
場
合
に
は

重
要
な
行
動
を
と
る
決
意
を
表
明
す
る
。

20
m

こ
の
問
題
に
引
き
続
き
積
極
的
に
関
与
す
る
こ
と
を

決
定
す
る
。

附
属
書
Ò：

渡
航
禁
止
／
資
産
凍
結

１
m

ペ
ク
・
チ
ャ
ン
ホ
（P

A
E
K

C
H
A
N
G
-H

O

）

コ
リ
ア
ン
・
コ
ミ
ッ
テ
ィ
ー
・
フ
ォ
ー
・
ス
ペ
ー

ス
・
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
衛
星
管
制
指
揮
所
上
級
職
員
・
所

長
別
名：

パ
ク
・
チ
ャ
ン
ホ

旅
券
番
号：

3
8
1
4
2
0
7
5
4

、
旅
券
発
行
日：

２
０
１

１
年
１
２
月
７
日
、
旅
券
失
効
日：

２
０
１
６
年
１
２

月
７
日
、
生
年
月
日：

１
９
６
４
年
６
月
１
８
日
、
出

生
地：

北
朝
鮮
開
城
市

２
m

チ
ャ
ン
・
ミ
ョ
ン
チ
ン
（C

H
A
N
G

M
Y
O
N
G
-

C
H
IN

）

西
海
（
ソ
ヘ
）
衛
星
発
射
場
総
責
任
者
。
二
千
十
二

年
四
月
十
三
日
及
び
十
二
月
十
二
日
に
発
射
が
行
わ
れ

た
発
射
セ
ン
タ
ー
の
長
。

別
名：

チ
ャ
ン
・
ミ
ョ
ン
ジ
ン

生
年
月
日：

１
９
６
６
年
又
は
１
９
６
５
年

３
m

ラ
・
ギ
ョ
ン
ス
（R

A
K
Y
'O
N
G
-S
U

）

タ
ン
チ
ョ
ン
・
コ
マ
ー
シ
ャ
ル
・
バ
ン
ク（
Ｔ
Ｃ
Ｂ
）

職
員
。
そ
の
職
責
に
お
い
て
、
Ｔ
Ｃ
Ｂ
の
た
め
の
取
引

を
促
進
。Ｔ
Ｃ
Ｂ
は
二
千
九
年
四
月
に
、委
員
会
に
よ
っ

て
、
通
常
兵
器
、
弾
道
ミ
サ
イ
ル
並
び
に
そ
の
よ
う
な

兵
器
の
組
立
及
び
製
造
に
関
連
す
る
物
品
の
販
売
に
責

任
を
有
す
る
北
朝
鮮
の
主
要
な
金
融
団
体
と
し
て
指
定

さ
れ
た
。

４
m

キ
ム
・
グ
ワ
ン
イ
ル
（K

IM
K
W

A
N
G
-IL

）

タ
ン
チ
ョ
ン
・
コ
マ
ー
シ
ャ
ル
・
バ
ン
ク（
Ｔ
Ｃ
Ｂ
）

職
員
。
そ
の
職
責
に
お
い
て
、
Ｔ
Ｃ
Ｂ
及
び
コ
リ
ア
・

マ
イ
ニ
ン
グ
・
デ
ベ
ロ
ッ
プ
メ
ン
ト
・
コ
ー
ポ
レ
ー

シ
ョ
ン
（
Ｋ
Ｏ
Ｍ
Ｉ
Ｄ
）
の
た
め
の
取
引
を
促
進
。
Ｔ

Ｃ
Ｂ
は
、
二
千
九
年
四
月
に
、
委
員
会
に
よ
っ
て
、
通

常
兵
器
、
弾
道
ミ
サ
イ
ル
及
び
そ
の
よ
う
な
兵
器
の
組

立
及
び
製
造
に
関
連
す
る
物
品
の
販
売
に
責
任
を
有
す

る
北
朝
鮮
の
主
要
な
金
融
団
体
と
し
て
指
定
さ
れ
た
。

Ｋ
Ｏ
Ｍ
Ｉ
Ｄ
は
、
二
千
九
年
四
月
に
委
員
会
に
よ
り
指

定
さ
れ
て
お
り
、
北
朝
鮮
の
主
要
な
武
器
デ
ィ
ー
ラ
ー

で
あ
り
、
弾
道
ミ
サ
イ
ル
及
び
通
常
兵
器
に
関
連
す
る

物
品
及
び
装
備
の
主
要
な
輸
出
者
で
あ
る
。

附
属
書
Ó：

資
産
凍
結

１
m

コ
リ
ア
ン
・
コ
ミ
ッ
テ
ィ
ー
・
フ
ォ
ー
・
ス
ペ
ー

ス
・
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー

衛
星
管
制
指
揮
所
及
び
西
海
（
ソ
ヘ
）
発
射
場
を
通

じ
て
、
二
千
十
二
年
四
月
十
三
日
及
び
十
二
月
十
二
日

の
発
射
を
組
織
し
た
。

別
称：

Ｄ
Ｐ
Ｒ
Ｋ

コ
ミ
ッ
テ
ィ
ー
・
フ
ォ
ー
・
ス

ペ
ー
ス
・
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー；

デ
パ
ー
ト
メ
ン
ト
・
オ

ブ
・
ス
ペ
ー
ス
・
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
・
オ
ブ
・
ザ

Ｄ
Ｐ

Ｒ
Ｋ；

コ
ミ
ッ
テ
ィ
ー
・
フ
ォ
ー
・
ス
ペ
ー
ス
・
テ
ク

ノ
ロ
ジ
ー；

Ｋ
Ｃ
Ｓ
Ｔ

所
在
地：

北
朝
鮮
平
壌
特
別
市

２
m

バ
ン
ク
・
オ
ブ
・
イ
ー
ス
ト
・
ラ
ン
ド

北
朝
鮮
の
金
融
機
関
。
武
器
の
製
造
者
及
び
輸
出
者

で
あ
る
グ
リ
ー
ン
・
パ
イ
ン
・
ア
ソ
シ
エ
イ
テ
ッ
ド
・

コ
ー
ポ
レ
ー
シ
ョ
ン
（
グ
リ
ー
ン
・
パ
イ
ン
）
の
た
め

の
兵
器
関
連
取
引
及
び
そ
の
他
の
支
援
を
促
進
。
制
裁

を
迂
回
す
る
方
法
で
資
金
を
移
転
す
る
た
め
に
グ
リ
ー

ン
・
パ
イ
ン
と
活
発
に
活
動
。
二
千
七
年
及
び
二
千
八

年
に
は
、
グ
リ
ー
ン
・
パ
イ
ン
並
び
に
バ
ン
ク
・
メ
ッ

リ
及
び
バ
ン
ク
・
セ
パ
を
含
む
イ
ラ
ン
の
金
融
機
関
が

関
与
す
る
取
引
を
促
進
。
安
全
保
障
理
事
会
は
、
イ
ラ

ン
の
弾
道
ミ
サ
イ
ル
計
画
を
支
援
し
て
い
る
と
し
て
、

決
議
第
千
七
百
四
十
七
号
（
二
千
七
年
）で
、バ
ン
ク
・

セ
パ
を
指
定
し
た
。
グ
リ
ー
ン
・
パ
イ
ン
は
、
二
千
十

二
年
四
月
に
委
員
会
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
。

別
称：

ド
ン
バ
ン
・
バ
ン
ク；

ト
ン
バ
ン
・
ウ
ネ

ン；

ト
ン
バ
ン
・
バ
ン
ク

所
在
地：

北
朝
鮮
平
壌
特
別
市
牡
丹
峰
区
域
戦
勝
洞

ベ
ル
ビ
ル
デ
ィ
ン
グ
私
書
箱
三
二

３
m

コ
リ
ア
・
ク
ム
リ
ョ
ン
・
ト
レ
ー
デ
ィ
ン
グ
・
コ
ー

ポ
レ
ー
シ
ョ
ン

コ
リ
ア
・
マ
イ
ニ
ン
グ
・
デ
ベ
ロ
ッ
プ
メ
ン
ト
・

コ
ー
ポ
レ
ー
シ
ョ
ン
（
Ｋ
Ｏ
Ｍ
Ｉ
Ｄ
）
が
調
達
活
動
を

実
施
す
る
た
め
に
使
用
し
て
い
る
別
名
。
Ｋ
Ｏ
Ｍ
Ｉ
Ｄ

は
、
二
千
九
年
四
月
に
委
員
会
に
よ
り
指
定
さ
れ
て
お

り
、
北
朝
鮮
の
主
要
な
武
器
デ
ィ
ー
ラ
ー
で
あ
り
、
弾

道
ミ
サ
イ
ル
及
び
通
常
兵
器
に
関
連
す
る
物
品
及
び
装

備
の
主
要
な
輸
出
者
で
あ
る
。

４
m

ト
ソ
ン
・
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
・
ト
レ
ー
デ
ィ
ン
グ
・

コ
ー
ポ
レ
ー
シ
ョ
ン

Ｋ
Ｏ
Ｍ
Ｉ
Ｄ
が
親
会
社
。
Ｋ
Ｏ
Ｍ
Ｉ
Ｄ
は
、
二
千
九

年
四
月
に
委
員
会
に
よ
り
指
定
さ
れ
て
お
り
、
北
朝
鮮

の
主
要
な
武
器
デ
ィ
ー
ラ
ー
で
あ
り
、
弾
道
ミ
サ
イ
ル

及
び
通
常
兵
器
に
関
連
す
る
物
品
及
び
装
備
の
主
要
な

輸
出
者
。

所
在
地：

北
朝
鮮
平
壌
特
別
市

５
m

コ
リ
ア
・
リ
ョ
ン
ハ
・
マ
シ
ー
ナ
リ
ー
・
ジ
ョ
イ
ン

ト
・
ベ
ン
チ
ャ
ー
・
コ
ー
ポ
レ
ー
シ
ョ
ン

コ
リ
ア
・
リ
ョ
ン
ボ
ン
・
ジ
ェ
ネ
ラ
ル
・
コ
ー
ポ

レ
ー
シ
ョ
ン
が
親
会
社
。
コ
リ
ア
・
リ
ョ
ン
ボ
ン
・

ジ
ェ
ネ
ラ
ル
・
コ
ー
ポ
レ
ー
シ
ョ
ン
は
二
千
九
年
四
月

に
委
員
会
に
よ
り
指
定
さ
れ
て
お
り
、
北
朝
鮮
の
防
衛

産
業
の
た
め
の
入
手
に
特
化
し
た
防
衛
コ
ン
グ
ロ
マ

リ
ッ
ト
で
、
北
朝
鮮
の
軍
事
関
連
の
販
売
を
支
援
。

別
称：

チ
ョ
ソ
ン
・
ユ
ン
ハ
・
マ
シ
ー
ナ
リ
ー
・

ジ
ョ
イ
ン
ト
・
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ン
・
カ
ン
パ
ニ
ー；

コ

リ
ア
・
リ
ェ
ン
ハ
・
マ
シ
ー
ナ
リ
ー
・
Ｊ
／
Ｖ
・
コ
ー

ポ
レ
ー
シ
ョ
ン；

リ
ョ
ン
ハ
・
マ
シ
ー
ナ
リ
ー
・
ジ
ョ

イ
ン
ト
・
ベ
ン
チ
ャ
ー
・
コ
ー
ポ
レ
ー
シ
ョ
ン

所
在
地：

北
朝
鮮
平
壌
特
別
市
中
区
域；

北
朝
鮮
平

壌
特
別
市
万
景
台
区；

北
朝
鮮
平
壌
特
別
市
万
景
台
区

域
６
m

リ
ー
ダ
ー
（
ホ
ン
・
コ
ン
）
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル

Ｋ
Ｏ
Ｍ
Ｉ
Ｄ
に
代
わ
っ
て
運
輸
を
促
進
。
Ｋ
Ｏ
Ｍ
Ｉ

Ｄ
は
、
二
千
九
年
四
月
に
委
員
会
に
よ
り
指
定
さ
れ
て

お
り
、
北
朝
鮮
の
主
要
な
武
器
デ
ィ
ー
ラ
ー
で
あ
り
、

弾
道
ミ
サ
イ
ル
及
び
通
常
兵
器
に
関
連
す
る
物
品
及
び

装
備
の
主
要
な
輸
出
者
で
あ
る
。

別
称：

リ
ー
ダ
ー
・
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ト

レ
ー
デ
ィ
ン
グ
・
リ
ミ
テ
ッ
ド

所
在
地：

香
港
特
別
行
政
区
徳
輔
道
一
七
三
南
豐
大

廈
一
六
一
〇
号

™


